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■接種期間　　 9 月 25 日㈪～令和 6 年 3 月 31 日㈰
　　　　　　　※国の方針（下表）では 20 日㈬より開始となりますが、本町では上記の日程
　　　　　　　　で接種を行います。
■接種対象　    初回接種を終了した生後 6 カ月以上の方（詳細は下表を参照）
■接種間隔　　前回接種から 3 カ月以上経過後の期間内に 1 回
■接種券など　　対象者へ 8 月下旬より接種券を順次発送
　　　　　　     ※過去に送付された接種券が未使用の方には案内はがきを送付します。紛失
                                    された方は、案内はがき記載の申請フォームまたは下記まで申請が必要です。
　　　　　　　※初回接種がまだの方へ　9 月 20 日以降、初回接種もオミクロン株（XBB.1.5）　　　
　　　　　　　　対応ワクチンになります。まずは初回接種をご検討ください。
■その他　　　予約方法や接種会場は接種券同封のチラシもしくは案内はがきをご覧ください。

【申請先・問い合わせ】　住民保健課健康推進グループ　☎ 73-2256
※令和 5 年春開始接種は 9 月 19 日までとなります。接種を希望の方は、早めにご予約ください。

新型コロナワクチン「令和5年秋開始接種」 \ 接種無料 /
オミクロン株オミクロン株（XBB.1.5）（XBB.1.5）に対応した接種が始まりますに対応した接種が始まります

（厚生労働省のお知らせをもとに作成）
5 月 8 日～ 9 月 19 日 9 月 20 日～令和 6 年 3 月 31 日

12 歳以上

5 ～ 11 歳

6 ヵ月～ 4 歳

令和 5 年春開始接種
初回接種（1・2 回目接種）を終了
した以下の方が対象

・高齢者（65 歳以上）
・基礎疾患を有する方（12 歳～ 64 歳）
・医療従事者など

上記以外の方

令和 5 年秋開始接種

初回接種※

を終了したすべての方

ファイザーまたはモデル
ナ社製のオミクロン株

（XBB.1.5）に対応した 1
価ワクチンを使用

オミクロン株対応 2 価ワクチン

オミクロン株対応 2 価ワクチン追加接種

※初回接種
・12 歳以上の方、5 ～ 11 歳
の方は 1・2 回目の接種

・6 ヵ月～ 4 歳の方は 1 ～ 3
回目の接種基礎疾患を有する方はさ

らに 1 回追加接種が可能
オミクロン株対応 2 価ワクチン

初回接種（1 ～ 3 回目接種）
従来型ワクチン

　新型コロナウイルス感染症は 5 月 8 日より 5 類感染症へ移行し、重
症化する患者の割合も低くなっています。その背景には、治療薬の普及
とワクチン接種が進んだことやウイルスの大きな変異がないことが関係
していると考えられます。一方でワクチン未接種の方などが感染した場
合は症状が強くなる傾向があるようです。ワクチン接種により発症が完
全に防げるわけではありませんが、多くの方が接種をし、重症化の予防
や集団免疫をつくることが重要と考えています。皆さんがワクチン接種
の重要性を理解し、接種していただけますことを願っております。

ワクチン接種の重要性について

栗山赤十字病院栗山赤十字病院
深江　淳深江　淳　　副院長副院長

※国の方針はこちら

ワクチン接種
町からの
大切なお知らせ大切なお知らせ原油価格・物価高騰に関連する各種給付金のお知らせ原油価格・物価高騰に関連する各種給付金のお知らせ

　エネルギー価格高騰などの影響が大きい下記事業者に対して、支援金を支給します。1 事業者いずれか
1 回までの申請です。詳しくは下記窓口または町ホームページでご確認ください。

【※ 1】建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、鉱業・採石業・砂利採取業
【※ 2】  事業収入が給与・年金など他の収入を含む合計額の 2 分の 1 以上を占めるものです。
【申請先・問い合わせ】　ブランド推進課商工・労働グループ　☎ 73-7516

◆エネルギー価格高騰対策支援金　◆エネルギー価格高騰対策支援金　 申請期限：9 月 29 日㈮

◆農業物価高騰対策支援金　◆農業物価高騰対策支援金　
　町内で営農している農業経営体に対して、支援金（5 万円～ 15 万円）を支給します。1 農業経営体 1
回までの申請です。詳しくは下記窓口または町ホームページでご確認ください。

【申請先・問い合わせ】　産業振興課　☎ 73-7515

申請期限：12 月 29 日㈮

支給対象者 支給要件 交付額

①町の認定農業者、認定新規就農者
②町内に本店または主たる事務所を持
　つ農業法人
③販売農家

①申請時に営農をしている農業経営体
②令和 4 年の農産物販売金額が 50 万
　円以上

1 農業経営体
5 万円～ 15 万円

\ 締切間近 /

  広告

支給対象者 対象事業者 交付額

6 月 1 日以前から町内で
右記の事業を行っている
法人または個人事業者

※町内に住所または事業
　所などを有する場合に
　限ります。

運送事業者 1 事業者 15 万円＋台数×加算額（5 千円～ 3 万円）

製造事業者 法人事業者：15 万円、個人事業者：7 万 5 千円

建設事業者等※ 1 法人事業者：15 万円、個人事業者：7 万 5 千円

宿泊事業者
旅館・ホテル　　　：15 万円＋部屋数×加算額
簡易宿所・下宿施設：10 万円＋部屋数×加算額
民泊施設　　　　　：     5 万円＋部屋数× 加算額
※加算額：1 万円

上記以外の事業者 法人事業者：10 万円、個人事業者※ 2：    5 万円


